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第１回横手市総合計画審議会 会議録 

 

 

日 時  令和６年８月２８日（水）午後６時２５分から午後８時２５分 

 

場 所  横手市役所本庁舎２階第一会議室 

 

出席者 【委員】※横手市総合計画審議会委員名簿順 

     佐々木均委員、佐藤信行委員、髙橋征宏委員、織田夏雄委員、 

鈴木百合子委員、柴田優子委員、中川義徳委員、高橋孝太委員、 

藤原晴菜委員、成田朋子委員、平元沙恵子委員、嵯峨陽子委員、 

千田慎之介委員、畑しのぶ委員、松井美和委員、江村紘臣委員、 

鈴木智子委員、（欠席）子野日円美委員 

    【事務局】 

小玉総務企画部長、大友課長、酒井課長代理、福田主査、坂元副主査、 

佐藤主任 

 

概 要 

１．開会 

２．委嘱状交付 

  市長より出席した１７名に交付。（※当日欠席した子野日委員分は後日配付） 

３．市長あいさつ 

４．委員紹介 

  委員ごとに自己紹介（一人１分程度） 

５．会長、職務代理者の選任について 

会長：佐々木均委員 

（横手市総合計画審議会条例第５条第１項の規定により、委員の互選により選任） 

  職務代理者：佐藤信行委員 

（横手市総合計画審議会条例第５条第３項の規定により、会長が指名） 

６．議事 

（１）審議会の役割等について 

  資料２をもとに事務局から説明。 

   ※質問なし 
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（２）第３次横手市総合計画策定の基本方針および今後のスケジュール等について 

資料３、４をもとに事務局から説明。 

～質疑応答～ 

Ａ委員 

資料３のＰ１４について、第３次総合計画の策定基本方針として、「現状の体

系を踏襲する方向」とした理由について、教えていただきたい。あわせて基本構

想の期間を１０年間としている理由についても教えていただきたい。 

事務局 

   第２次総合計画の体系を踏襲した大きな理由はない。これから議論をしてい

く中でのスタート（たたき台）としていただきたいという意図がある。例えばだ

が、７つの分野別政策が８つになるということも問題はない。 

   基本構想の期間については、市長の任期（４年）にあわせた方が良いという意

見もあるが、それだと市長選が終わってから基本構想を作成し始めることにな

るため、タイムラグが生じてしまう。これまで合併後から１０年間という期間

設定をしていることから、それを引き継いだ形をとっている。 

Ｂ委員 

   資料３のＰ１４について、（１）人口減少社会・男女共同参画社会への対応に

「全分野にわたって人口の社会増・自然増、男女共同参画の実現等を視野に計

画を策定します。」とあるが、現実問題として捉えると疑問に思うところがある。 

今後、目標を立てて検証をしていくことになるが、現在の秋田県の人口動態等

を鑑みると、もっと現実的な目標にするべきではないかと個人的には感じる。 

事務局 

   ここで掲げている（１）人口減少社会・男女共同参画社会への対応、（２）デ

ジタルの活用による地域課題の解決については、全分野にわたる共通政策とし

て位置づけ、この２つは欠かせないものと考えている。どの分野からも多面的

な捉え方をしてもらうことを意識していただくために、ここに記載をしている。 

後日、まちづくりアンケートの結果を共有させていただくが、男女協働や人 

口減少に対する市民意識についてもご確認いただき、改めてご意見を頂戴できれ

ばと思う。 

 

（３）横手市の現状及び若者意識調査の結果について 

  資料５、６をもとに事務局から説明。 

～質疑応答～ 
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Ｃ委員 

資料５のＰ６について、「転入転出の状況（社会増減）」のグラフで、平成２７

年から令和元年まで、１年ごとに増減しているが、その理由について分析をして

いるか。 

事務局 

分析はしていないため、次回審議会までに分析を行いたい。 

 

（４）第２次横手市総合計画の総括について 

  資料７、８をもとに事務局から説明。 

～質疑応答～ 

Ｄ委員 

   総括については、総合計画審議会委員が総括表に記入するということか。 

事務局 

   そのとおり。 

Ｄ委員 

   総括をする時期はいつ頃か。 

事務局 

   次回、９月に開催予定の審議会の中で資料７のＰ９にある様式を用いて総括

を行っていただく予定としている。 

Ｄ委員 

   当日だけでは総括することは不可能だと思うので、次回審議会を開催する前

に余裕をもって資料等を各委員に送付していただきたい。十分時間をかけて実

施する必要があるし、不明な点も多くあると思うので、その際の問合せ先も明

らかにしてもらいたい。 

事務局 

  ページ数が膨大であるため、次回審議会の開催時に内容を改めて説明させてい

ただき、その後に総括（評価）をしていただくという流れにさせていただきたい。 

事務局 

  総合計画については、全ての分野を網羅しているものであり、かなりボリュー

ムが多くなっている。もしかしたら委員の皆様にとって馴染みのない分野もある

かと思うので、次回審議会において、資料７をもとにそれぞれの施策毎にどのよ

うな取り組みをしているかを改めて説明させていただく。その説明をふまえて、

皆さんが日々の生活で感じていることを率直に評価していただきたい。 
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７．その他 

Ｅ委員 

   次回の審議会の日程が決まっていれば教えていただきたい。 

事務局 

   次回は９月２７日（金）を予定している。 

事務局 

   事務局から２点お願いさせていただく。１点目は、報酬の振込口座の確認に

ついて。横手市へ登録いただいている口座がある方には、口座情報を記載した

用紙をあらかじめ配付している。後ほどご確認いただき、間違い等あれば、その

用紙の下部へ記載しているメールアドレスへ、来週９月２日（月）までに連絡を

お願いする。 

２点目は、会議資料については、必要に応じて、事前にご覧いただけるように

したいと考えている。ついては、会議資料をデータで送信させていただくための

メールアドレスを、皆様からお知らせいただきたい。これは、あくまでも事前に

ご覧いただくためのデータ送信となり、会議当日は、印刷したものをこれまでど

おりお渡しさせていただく。同意いただける方は、１点目の報酬の振込口座の確

認用紙に記載しているメールアドレスへ、名前のみ入れていただき、来週９月２

日（月）までに送信をお願いする。 

なお、メールアドレスをお持ちでない方と登録が不可の方については、郵送 

によりお送りさせていただく。 

 

８．閉会 

 

以上 


